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第１９３期決算公告

平成２０年６月３０日
　兵庫県豊岡市千代田町１番５号

　取締役頭取　倉　橋　　　基

株式会社

貸借対照表（平成２０年３月３１日現在）

（単位：百万円）　
科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
現 金 預 け 金 ２０, ９０８ 預 金 ７７７, ７４４

現 金 １７, ７６５ 当 座 預 金 ２１, ９５４
預 け 金 ３, １４３ 普 通 預 金 ２４７, １２０

コ ー ル ロ ー ン ９, ２１０ 貯 蓄 預 金 １１, ５５６
買 入 金 銭 債 権 １９１ 通 知 預 金 ３２９
商 品 有 価 証 券 ３７１ 定 期 預 金 ４８２, ６３０

商 品 国 債 ３５７ 定 期 積 金 ５, ４５３
商 品 地 方 債 １３ そ の 他 の 預 金 ８, ６９９

有 価 証 券 １５７, ６２９ 外 国 為 替 １
国 債 ５８, ２７１ 売 渡 外 国 為 替 １
地 方 債 ７３, ７３４ 未 払 外 国 為 替 ０
社 債 １８, ０３１ そ の 他 負 債 ３, ７７８
株 式 ７, ５８７ 未 払 法 人 税 等 ２６６
そ の 他 の 証 券 ４ 未 払 費 用 ２, １４９

貸 出 金 ６００, ０７６ 前 受 収 益 ３６２
割 引 手 形 ５, ６５０ 従 業 員 預 り 金 ３３９
手 形 貸 付 ４０, ８６１ 給 付 補 て ん 備 金 ４
証 書 貸 付 ５１７, ５９１ 金 融 派 生 商 品 ５９
当 座 貸 越 ３５, ９７３ そ の 他 の 負 債 ５９７

外 国 為 替 ８８５ 役 員 賞 与 引 当 金 ３
外 国 他 店 預 け ５７５ 退 職 給 付 引 当 金 ２, ３９６
買 入 外 国 為 替 ３９ 役員退職慰労引当金 ２１８
取 立 外 国 為 替 ２７０ 睡眠預金払戻引当金 ５７

そ の 他 資 産 １４, ８６５ その他の偶発損失引当金 １８１
未 収 収 益 １, １４６ 再評価に係る繰延税金負債 １, ０８８
金 融 派 生 商 品 ６１ 支 払 承 諾 ２, ４４４
そ の 他 の 資 産 １３, ６５７ 負 債 の 部 合 計 ７８７, ９１７

有 形 固 定 資 産 １４, ４１６ （ 純 資 産 の 部 ）
建 物 ４, ５９６ 資 本 金 ５, ４８１
土 地 ９, １０５ 資 本 剰 余 金 １, ４８７
建 設 仮 勘 定 １４ 資 本 準 備 金 １, ４８７
その他の有形固定資産 ６９９ そ の 他 資 本 剰 余 金 ０
無 形 固 定 資 産 ６６１ 利 益 剰 余 金 ２５, ２９８

ソ フ ト ウ ェ ア ６６０ 利 益 準 備 金 ３, ９９３
その他の無形固定資産 １ そ の 他 利 益 剰 余 金 ２１, ３０４
繰 延 税 金 資 産 ４, ５７３ 別 途 積 立 金 ２０, ３８７
支 払 承 諾 見 返 ２, ４４４ 繰 越 利 益 剰 余 金 ９１７
貸 倒 引 当 金 △　４, ０５２ 株 主 資 本 合 計 ３２, ２６７

その他有価証券評価差額金 ９２５
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ０
土 地 再 評 価 差 額 金 １, ０７２
評価・換算差額等合計 １, ９９８
純資産の部合計 ３４, ２６５

資 産 の 部 合 計 ８２２, １８３ 負債及び純資産の部合計 ８２２, １８３
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　　　　　　 平成１９年４月　１日から　損益計算書（　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　 平成２０年３月３１日まで　
（単位：百万円）　

科　　　　　目 金　　　　　　　　　額
経 常 収 益 １９, ６４２
資 金 運 用 収 益 １５, ０９４

貸 出 金 利 息 １２, ９４６
有 価 証 券 利 息 配 当 金 １, ８３２
コ ー ル ロ ー ン 利 息 １６２
買 入 手 形 利 息 ０
預 け 金 利 息 １１６
そ の 他 の 受 入 利 息 ３４

役 務 取 引 等 収 益 ２, ９８２
受 入 為 替 手 数 料 ８４３
そ の 他 の 役 務 収 益 ２, １３９

そ の 他 業 務 収 益 １, ３５１
外 国 為 替 売 買 益 ６７
商 品 有 価 証 券 売 買 益 ５
国 債 等 債 券 売 却 益 １, ２７８
そ の 他 の 業 務 収 益 ０

そ の 他 経 常 収 益 ２１３
株 式 等 売 却 益 ５４
そ の 他 の 経 常 収 益 １５８

経 常 費 用 １８, ２４３
資 金 調 達 費 用 ２, ８８５

預 金 利 息 ２, ７３６
コ ー ル マ ネ ー 利 息 １０
借 用 金 利 息 ０
そ の 他 の 支 払 利 息 １３８

役 務 取 引 等 費 用 １, ４０４
支 払 為 替 手 数 料 １７２
そ の 他 の 役 務 費 用 １, ２３１

そ の 他 業 務 費 用 １２６
金 融 派 生 商 品 費 用 １２６

営 業 経 費 １０, ８６０
そ の 他 経 常 費 用 ２, ９６６

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 １, １８９
貸 出 金 償 却 ７１５
株 式 等 売 却 損 ３９
株 式 等 償 却 １９０
そ の 他 の 経 常 費 用 ８３０

経 常 利 益 １, ３９９
特 別 利 益 ４２５

固 定 資 産 処 分 益 ２９
償 却 債 権 取 立 益 ２６５
そ の 他 の 特 別 利 益 １３０

特 別 損 失 ３４４
固 定 資 産 処 分 損 ６９
減 損 損 失 ３
そ の 他 の 特 別 損 失 ２７１

税 引 前 当 期 純 利 益 １, ４８０
法人税､ 住民税及び事業税 １, ０９９
法 人 税 等 調 整 額 △　４５１
当 期 純 利 益 � ８３２　 　
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個別注記表

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
重要な会計方針
　１．商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
　２．有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株
式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算
日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均
法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産
直入法により処理しております。

　３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　　　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
　４．固定資産の減価償却の方法
　　⑴　有形固定資産

　有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）について
は定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　建　物　　　５年～５０年
　　　　動　産　　　２年～２０年
　　　（会計方針の変更）

　平成 19 年度税制改正に伴い、平成 19 年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に
基づく償却方法により減価償却費を計上しております。これによる貸借対照表等に与える影響は軽微であります。

　　　（追加情報）
　当期より、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額に達した事業年度の
翌事業年度以後、残存簿価を５年間で均等償却しております。なお、これによる貸借対照表等に与える影響は軽
微であります。

　　⑵　無形固定資産
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における
利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

　５．外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　　　外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　６．引当金の計上基準
　　⑴　貸倒引当金
　　　　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれ
と同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されて
いる直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計
上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務
者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に、
過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上してお
ります。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資
産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
６, ８１５百万円であります。

　　⑵　役員賞与引当金
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属
する額を計上しております。

　　⑶　退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額
を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。
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　　　　数理計算上の差異　　　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により
按分した額を、それぞれ発生の翌期から損益処理

　　⑷　役員退職慰労引当金
　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額の
うち、当期末までに発生していると認められる額を計上しております。

　　　（会計方針の変更）
　従来、役員退職慰労金は、支出時に費用処理をしておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上
の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実
務委員会報告第 42 号平成 19 年４月 13 日。以下「監査・保証実務委員会報告第 42 号」という。）が平成 19 年４
月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当期から同報告を適用しております。こ
れにより、従来の方法に比べ、営業経費は２０百万円、特別損失は１９２百万円それぞれ増加し、経常利益は
２０百万円、税引前当期純利益は２１３百万円それぞれ減少しております。

　　⑸　睡眠預金払戻引当金
　睡眠預金払戻引当金は、負債計上を中止し利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、過去の払戻実
績等に基づき必要と認められる額を計上しております。

　　　（会計方針の変更）
　従来、一定要件を充たす睡眠預金については負債計上を中止するとともに利益計上を行い、預金者からの払戻
請求時に費用として処理しておりましたが、監査・保証実務委員会報告第 42 号が平成 19 年４月１日以後開始す
る事業年度から適用されることになったことに伴い、当期から同報告を適用しております。これにより、従来の
方法に比べ、その他経常費用は２０百万円減少、特別損失は７８百万円増加し、経常利益は　２０百万円増加、
税引前当期純利益は５７百万円減少しております。

　　⑹　その他の偶発損失引当金
　その他の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性の
ある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。

　７．リース取引の処理方法
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に準じた会計処理によっております。

　８．ヘッジ会計の方法
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の
会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定する繰
延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺
する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債
務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して
おります。
　なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

　９．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定
資産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。

会計方針の変更
（金融商品に関する会計基準）

　「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号）及び「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協
会会計制度委員会報告第 14 号）等における有価証券の範囲に関する規定が一部改正され（平成 19 年６月 15 日付及び
同７月４日付）、金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度から適用されることになったことに伴い、当期から
改正会計基準及び実務指針を適用しております。

注記事項
（貸借対照表関係）
　１．関係会社の株式総額　　　　　　７５百万円
　２．貸出金のうち、破綻先債権額は２, ０９７百万円、延滞債権額は１１, ８７５百万円であります。

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号
のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
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　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

　３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は５３百万円であります。
　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

　４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５, ２４２百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ
月以上延滞債権に該当しないものであります。

　５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１９, ２６８百万円であり
ます。
　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

　６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び
買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は
５, ６８９百万円であります。

　７．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産
　　　　　　有価証券　 　 ９７６百万円
　　　　担保資産に対応する債務
　　　　　　預　　金　 ２, ７４４百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券２９, ８０９百万円及び
貸出金７１, ０００百万円を差し入れております。

　　　また、その他の資産のうち保証金は９２９百万円であります。
　８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、２２５, ８１１百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のものが
２２４, ８５１百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、
債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額を
することができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保
を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の
見直し、与信保全上の措置等を講じております｡

　９．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評
価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ
れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１０年３月３１日
　　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　　土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政

令第 119 号）第２条第４号に定める方法に基づいて奥行価格補
正等の合理的な調整を行って算出

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後
の帳簿価額の合計額との差額　　　　　　　 ２, ６５３百万円

　10．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　 ９, ７５１百万円
　11．有形固定資産の圧縮記帳額　　　　　　　　　　　３５２百万円
　12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債

務の額は５０百万円であります。
　13．１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　　　４２８円９９銭
　14．取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額　７９百万円
　15．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契

約により使用しております。
　16．関係会社に対する金銭債権総額　　　　　　　 ２, ０１９百万円
　17．関係会社に対する金銭債務総額　　　　　　　 　 ３１７百万円
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（損益計算書関係）
　１．関係会社との取引による収益
　　　資金運用取引に係る収益総額　　　　　　　　　　　５０百万円
　　　　役務取引等に係る収益総額　　　　　　　　　　　　０百万円
　　　　その他業務・その他経常取引に係る収益総額　　　２６百万円
　　　関係会社との取引による費用
　　　　資金調達取引に係る費用総額　　　　　　　　　　　０百万円
　　　　その他業務・その他経常取引に係る費用総額　　９９９百万円
　２．１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　　１０円４２銭
　３．関連当事者との取引
　　　役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合（％）

関係内容

取引の内容 取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及
びその
近親者

伊原 英二 － －
当行監査役
㈱誠工社
代表取締役

（0.08） － －
資金の貸付
債務の保証

（注）
△　５８ 貸出金 ８６９

同 － －

当行監査役
エイジシス
テム㈱
代表取締役

（0.00） － － 資金の貸付
（注） ３３ 貸出金 １６６

　　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等は一般的取引条件と同様に決定しております。

（有価証券関係）
　　貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか､「商品有価証券」が含まれております。
　１．売買目的有価証券（平成 20 年３月 31 日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

当期の損益に含まれた評価差額
（百万円）

売買目的有価証券 ３７１ ３

　２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 20 年３月 31 日現在）

貸借対照表計上額
（百万円）

時　　価
（百万円）

差　　額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

地 方 債 ３６, ０８０ ３６, ４５２ ３７１ ３７２ ０
合　　計 ３６, ０８０ ３６, ４５２ ３７１ ３７２ ０

　　　　（注）１．時価は、当期末における市場価格等に基づいております。
　　　　　　 ２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

　３．その他有価証券で時価のあるもの（平成 20 年３月 31 日現在）

取得原価
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

評価差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

株　　式 ６, ２５８ ７, ４４７ １, １８９ １, ７４７ ５５７
債　　券 １１３, ５３７ １１３, ９０７ ３６９ １, ０７３ ７０３
　国　債 ５８, ６０６ ５８, ２７１ △　３３４ ３１５ ６５０
　地方債 ３７, ２５１ ３７, ６５４ ４０３ ４４１ ３８
　社　債 １７, ６７９ １７, ９８１ ３０１ ３１５ １４
合　　計 １１９, ７９５ １２１, ３５４ １, ５５８ ２, ８２０ １, ２６１

　　　　（注）１．貸借対照表計上額は、当期末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
　　　　　　　２．「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
　　　　　　　３．当期において、その他有価証券で時価のある株式について１８６百万円減損処理を行っております。

　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当期末日における時価が取得原価に比
べて 50％以上下落した銘柄は全て実施し、30％以上 50％未満の下落率の場合は、発行会社の業況や過
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去の一定期間における時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められないと判断されるものに
ついて実施しております。　　

　４．当期中に売却したその他有価証券（自　平成 19 年４月１日　至　平成 20 年３月 31 日）
売却額

（百万円）
売却益の合計額

（百万円）
売却損の合計額

（百万円）
その他有価証券 ９９, ７３２ １, ２８９ －

　５．時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額（平成 20 年３月 31 日現在）

内　　容 金　　額
（百万円）

満期保有目的の債券
　非上場内国債券 ５０
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
　子会社・子法人等株式 ７５
その他有価証券
　非上場株式
　非上場外国証券
　非上場その他の証券

６５
０
４

　６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成 20 年３月 31 日現在）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超１０年以内
（百万円）

１０年超
（百万円）

債　　券 １８, ６８４ ８４, ６０５ ４６, ７４７ －
　国　債 ７, ３９１ ３２, ４７４ １８, ４０５ －
　地方債 ７, ９２３ ４３, ０３９ ２２, ７７１ －
　社　債 ３, ３６８ ９, ０９１ ５, ５７０ －
合　　計 １８, ６８４ ８４, ６０５ ４６, ７４７ －

（金銭の信託関係）
　　該当ありません。

（税効果会計関係）
　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。
　繰延税金資産 　　　　　
　　貸倒引当金 ３, ６２６百万円
　　退職給与引当金 ９７３
　　減価償却費 １８６
　　その他 ４８４
　繰延税金資産小計 ５, ２７１
　評価性引当額 △　６４
　繰延税金資産合計 ５, ２０７
　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額金 △　６３３
　　その他 △　０
　繰延税金負債合計 △　６３３
　繰延税金資産の純額 ４, ５７３百万円

（自己資本比率）
　　単体自己資本比率（国内基準）　　１０．９９％
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連結財務書表の作成方針

１．連結の範囲に関する事項
　（１）連結される子会社及び子法人等　　　　２社
　　　・但銀ビジネスサービス株式会社
　　　・但銀リース株式会社
　（２）非連結の子会社及び子法人等
　　　該当ございません。
２．持分法の適用に関する事項
　　該当ございません。
３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　　連結される子会社及び子法人等の決算日は、すべて３月末日であります。
４．連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項

　　連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

連結貸借対照表（平成２０年３月３１日現在）

（単位：百万円）　
科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金 ２０, ９０８ 預 金 ７７７, ４２７

コールローン及び買入手形 ９, ２１０ 外 国 為 替 １

買 入 金 銭 債 権 １９１ そ の 他 負 債 ４, １４６

商 品 有 価 証 券 ３７１ 役 員 賞 与 引 当 金 ３

有 価 証 券 １５７, ５５４ 退 職 給 付 引 当 金 ２, ４１３

貸 出 金 ５９８, ０５７ 役員退職慰労引当金 ２１８

外 国 為 替 ８８５ 睡眠預金払戻引当金 ５７

そ の 他 資 産 １５, ８８３ その他の偶発損失引当金 １８１

有 形 固 定 資 産 １５, ６４７ 再評価に係る繰延税金負債 １, ０８８

建 物 ５,４３４ 支 払 承 諾 ２, ４４４

土 地 ９,４９９ 負 債 の 部 合 計 ７８７, ９８３

建 設 仮 勘 定 １４ （ 純 資 産 の 部 ）

その他の有形固定資産 ６９９ 資 本 金 ５, ４８１

無 形 固 定 資 産 ６６２ 資 本 剰 余 金 １, ４８７

ソ フ ト ウ ェ ア ６６０ 利 益 剰 余 金 ２５, ３５７

その他の無形固定資産 １ 株 主 資 本 合 計 ３２, ３２６

繰 延 税 金 資 産 ４, ５９３ その他有価証券評価差額金 ９２５

支 払 承 諾 見 返 ２, ４４４ 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ０

貸 倒 引 当 金 △　４, ０５０ 土 地 再 評 価 差 額 金 １, ０７２

評価・換算差額等合計 １, ９９８

少 数 株 主 持 分 ５１

純 資 産 の 部 合 計 ３４, ３７６

資 産 の 部 合 計 ８２２, ３６０ 負債及び純資産の部合計 ８２２, ３６０
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　　　　　　 平成１９年４月　１日から連結損益計算書（　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　 平成２０年３月３１日まで
（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　額
経 常 収 益 ２１, １２０

資 金 運 用 収 益 １５, ０４４
貸 出 金 利 息 １２, ８９７
有 価 証 券 利 息 配 当 金 １, ８３１
コールローン利息及び買入手形利息 １６３
預 け 金 利 息 １１６
そ の 他 の 受 入 利 息 ３４

役 務 取 引 等 収 益 ２, ９８２
そ の 他 業 務 収 益 ２, ９０６
そ の 他 経 常 収 益 １８７

経 常 費 用 １９, ６３６

資 金 調 達 費 用 ２, ８８５
預 金 利 息 ２, ７３５
コールマネー利息及び売渡手形利息 １０
借 用 金 利 息 ０
そ の 他 の 支 払 利 息 １３８

役 務 取 引 等 費 用 １, ４０４
そ の 他 業 務 費 用 ２, ００４
営 業 経 費 １０, ３７６
そ の 他 経 常 費 用 ２, ９６５

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 １, １８８
そ の 他 の 経 常 費 用 １, ７７６

経 常 利 益 １, ４８４

特 別 利 益 ４２５

固 定 資 産 処 分 益 ２９
償 却 債 権 取 立 益 ２６６
そ の 他 の 特 別 利 益 １３０

特 別 損 失 ３４４

固 定 資 産 処 分 損 ６９
減 損 損 失 ３
そ の 他 の 特 別 損 失 ２７１

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 １, ５６５

法人税､ 住民税及び事業税 １, １１６

法 人 税 等 調 整 額 △ 　４３３

少 数 株 主 利 益 ９

当 期 純 利 益 ８７２
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連結注記表

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
会計処理基準に関する事項
　１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　　　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。
　２．有価証券の評価基準及び評価方法

　有価証券の評価は､ 満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のう
ち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、
時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

　３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　　　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
　４．減価償却の方法
　　⑴　有形固定資産

　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成 10 年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く｡）に
ついては定額法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　　建　物　　　５年～５０年
　　　　　動　産　　　２年～２０年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法に
より償却しております。

　　　（会計方針の変更）
　平成 19 年度税制改正に伴い、平成 19 年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法
に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。これによる連結貸借対照表等に与える影響は軽微であ
ります。

　　　（追加情報）
　当連結会計年度より、平成 19 年３月 31 日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額に達した
連結会計年度の翌連結会計年度以後、残存簿価を５年間で均等償却しております。なお、これによる連結貸借対
照表等に与える影響は軽微であります。

　　⑵　無形固定資産
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連
結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

　５．貸倒引当金の計上基準
　　　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という｡）に係る債権及びそれと
同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という｡）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている
直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上して
おります。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る
債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に、過去の一
定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しており
ます。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産
監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております｡
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
６, ８１５百万円であります。

　６．役員賞与引当金の計上基準
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年
度に帰属する額を計上しております。

　７．退職給付引当金の計上基準
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
必要額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

　　　　数理計算上の差異　　　各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
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　８．役員退職慰労引当金の計上基準
　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、
当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

　　（会計方針の変更）
　従来、役員退職慰労金は、支出時に費用処理をしておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引
当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員
会報告第 42 号平成 19 年４月 13 日。以下「監査・保証実務委員会報告第 42 号」という。）が平成 19 年４月１日以
後開始する連結会計年度から適用されることに伴い、当連結会計年度から同報告を適用しております。これにより、
従来の方法に比べ、営業経費は２０百万円、特別損失は１９２百万円それぞれ増加し、経常利益は２０百万円、税
金等調整前当期純利益は２１３百万円それぞれ減少しております。

　９．睡眠預金払戻引当金
　睡眠預金払戻引当金は、負債計上を中止し利益計上を行った睡眠預金の払戻請求に備えるため、過去の払戻実績
等に基づき必要と認められる額を計上しております。

　　（会計方針の変更）
　従来、一定要件を充たす睡眠預金については負債計上を中止するとともに利益計上を行い、預金者からの払戻請
求時に費用として処理しておりましたが、監査・保証実務委員会報告第 42 号が平成 19 年４月１日以後開始する連
結会計年度から適用されることに伴い、当連結会計年度から同報告を適用しております。これにより、従来の方法
に比べ、その他経常費用は２０百万円減少、特別損失は７８百万円増加し、経常利益は２０百万円増加、税金等調
整前当期純利益は５７百万円減少しております。

　10．その他の偶発損失引当金
　その他の偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のあ
る損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。

　11．外貨建資産・負債の換算基準
　　　当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　12．リース取引の処理方法

　当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

　13．重要なヘッジ会計の方法
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取
引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定
する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスク
を減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭
債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評
価しております。

　　　なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
　14．消費税等の会計処理
　　　当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
（金融商品に関する会計基準）

　「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号）及び「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協
会会計制度委員会報告第 14 号）等における有価証券の範囲に関する規定が一部改正され（平成 19 年６月 15 日付及び
同７月４日付）、金融商品取引法の施行日以後に終了する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当連
結会計年度から改正会計基準及び実務指針を適用しております。
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注記事項
（連結貸借対照表関係）
　１．有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式を含んでおりません。
　２．貸出金のうち、破綻先債権額は２, ０９７百万円、延滞債権額は１１, ８７５百万円であります。

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号
のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

　３．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は５３百万円であります。
　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

　４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５, ２４２百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ
月以上延滞債権に該当しないものであります。

　５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１９, ２６８百万円であり
ます。

　　　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
　６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び
買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は
５, ６８９百万円であります。

　７．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　　担保に供している資産
　　　　　　有価証券　　　　　　　　　　　　９７６百万円
　　　　　担保資産に対応する債務
　　　　　　預　　金　　　　　　　　　　 ２, ７４４百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券２９, ８０９百万円及び
貸出金７１, ０００百万円を差し入れております。

　　　また、その他資産のうち保証金は９２９百万円であります。
　８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契

約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、２２５, ８１１百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のものが
２２４, ８５１百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも
当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ
らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受
けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において
必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客
の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております｡

　９．土地の再評価に関する法律（平成 10 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行
い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、
これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

　　　　再評価を行った年月日　　　平成１０年３月３１日
　　　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　　土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年３月 31 日公布政

令第 119 号）第２条第４号に定める方法に基づいて奥行価格補
正等の合理的な調整を行って算出。

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地
の再評価後の帳簿価額の合計額との差額　　　　　 ２, ６５３百万円

　10．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　 １０, ０４０百万円
　11．有形固定資産の圧縮記帳額　　　　　　　　　　　　　　３５２百万円
　12．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額

は５０百万円であります。
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　13．１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　　　　　　４２９円７３銭
　14．当行の取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額　　　７９百万円
　15．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リー

ス契約により使用しております。
　16．当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。
　　　　退職給付債務　　　　　　　　　　　　　△　２，４１６百万円
　　　　年金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 －　　　　　
　　　　未積立退職給付債務　　　　　　　　　　△　２，４１６
　　　　会計基準変更時差異の未処理額　　　　　　　　　　 －　　　
　　　　未認識数理計算上の差異　　　　　　　　　　　　　 ３　　　　　
　　　　未認識過去勤務債務（債務の減額）　　　　　　　　　－　　　　　
　　　　連結貸借対照表計上額の純額　　　　　　△　２，４１３
　　　　　　　前払年金費用　　　　　　　　　　　　　　　 －
　　　　　　　退職給付引当金　　　　　　　　　△　２，４１３

（連結損益計算書関係）
　１．「その他の経常費用」には、貸出金償却７１５百万円、株式等償却１９０百万円を含んでおります。
　２．１株当たり当期純利益金額　　　　　　 　１０円９２銭

（有価証券関係）
　　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
　１．売買目的有価証券（平成 20 年３月 31 日現在）

　 連結貸借対照表計上額
　（百万円）

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額
（百万円）

売買目的有価証券                  ３７１　                      ３ 

　２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 20 年３月 31 日現在）

　
連結貸借対照表 
計　　上　　額

（百万円）

時　　価
（百万円）

差　　額
（百万円）

うち益 
（百万円）

うち損 
（百万円）

地 方 債        ３６，０８０    ３６，４５２            ３７１      ３７２ ０ 
合　　計        ３６，０８０    ３６，４５２            ３７１        ３７２ ０ 

（注）１．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。
　　　２．｢うち益｣ ｢うち損｣ はそれぞれ ｢差額｣ の内訳であります。

　３．その他有価証券で時価のあるもの（平成 20 年３月 31 日現在）

　 取得原価
（百万円）

連結貸借対照表 
計　　上　　額

（百万円）

評価差額
（百万円）

うち益
（百万円）

うち損
（百万円）

株　　式      ６，２５８      ７，４４７     １，１８９      １，７４７          ５５７ 
債　　券  １１３，５３７  １１３，９０７         ３６９      １，０７３           ７０３ 
　国　債    ５８，６０６    ５８，２７１       △　３３４        ３１５         ６５０ 
　地方債    ３７，２５１    ３７，６５４          ４０３         ４４１             ３８ 
　社　債    １７，６７９    １７，９８１          ３０１          ３１５             １４ 
合　　計  １１９，７９５  １２１，３５４      １，５５８      ２，８２０       １，２６１ 

（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上し
たものであります。

　　　２．｢うち益｣ ｢うち損｣ はそれぞれ ｢評価差額｣ の内訳であります。
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　　　３．その他有価証券で時価のある株式のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落
しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価
をもって連結貸借対照表価額とするとともに評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下

「減損処理」という。）しております。当連結会計年度における株式の減損処理額は、186百万円
であります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、当連結会計年度末日における時価
が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄は全て実施し、30％以上50％未満の下落率の場合は、
発行会社の業況や過去の一定期間における時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められ
ないと判断されるものについて実施しております。　　　　

　４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　平成 19 年４月１日　至　平成 20 年３月 31 日）
　　　該当ありません。

　５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成 19 年４月１日　至　平成 20 年３月 31 日）

　 売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

その他有価証券　  ９９，７３２                １，２８９                    － 

　６．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額（平成 20 年３月 31 日現在）
　 金額(百万円)

満期保有目的の債券　 　
　非上場内国債券                     ５０ 
その他有価証券　 　

非上場株式                     ６５ 
非上場外国証券 ０

　非上場その他の有価証券                       ４ 

　７．保有目的を変更した有価証券
　　　該当ありません。

　８．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成 20 年３月 31 日現在）

　 １年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

債　　券       １８，６８４       ８４，６０５       ４６，７４７               － 
　国　債        ７，３９１       ３２，４７４       １８，４０５           － 
　地方債        ７，９２３      ４３，０３９      ２２，７７１              － 
　社　債         ３，３６８        ９，０９１        ５，５７０              － 
合　　計        １８，６８４      ８４，６０５        ４６，７４７             － 

（金銭の信託関係）
　　該当ありません。

（自己資本比率）
　　連結自己資本比率（国内基準）　　１１．０４％


